
年 月 日

信用保証協会　御中

（申込人）

【誓約事項】 保証料補助（注）の要件を欠く場合、当社（私）が補助相当額を負担することを誓約します。

（注）「協調支援型特別保証制度」を利用する場合、借入金額に対して国から0.11%～0.95%に相当する額が補助されます。

　　　ただし、条件変更により追加で発生する信用保証料は、全額お客様のご負担となります。

【資格要件】次の要件（１）または（２）のいずれかに該当すること。

要件(１)

　

( )

≧10％

※1 「プロパー融資」とは申込金融機関が信用保証協会の保証を付さないで行う融資のことを指します。

要件(２)

【確認状況記載欄】本資格要件申告書兼誓約書が申込人の意思に基づいて正しく記載されていることを次の通り

　  　　　　　　  確認しております。

年 月 日 時 分 ( )

上記申込人が「協調支援型特別保証制度要綱」に規定する申込人資格要件に該当していることを確認しました。

また、要件(１)を適用する場合、上記項目に記載しているプロパー融資について、本保証付き融資と原則同時に実行する

ことを誓約します。

※2 要件(２)を適用する場合のみ、記載してください。

年 月 日

「協調支援型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書

令和７年３月１４日制定

大阪

住　　所

法 人 名

代表者名
又は氏名

確認 項　目

・申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上
　（融資期間１２か月以上）のプロパー融資※1を受けること。

本件申込額【Ⅰ】 同時実行プロパー融資額【Ⅱ】（融資期間）

円 円 か月

同時実行プロパー融資額【Ⅱ】／本件申込額【Ⅰ】

金融機関本支店名・担当者

・申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び
　進捗の報告を行うこと。

％

確認 項　目

確認年月日 確認時間 確認方法 その他詳細

代表者名

金融機関本・支店名

申込金融機関支援方針等（経営行動計画書を踏まえた事業性の評価や今後の支援・取組方針等）※2

令和


